年　　月　　日

　須賀川市農業委員会会長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業者）住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請地）

確　約　書
　農地転用を伴う太陽光発電設備の設置にあたり、下記の事項を遵守することを確約します。
記
１　太陽光発電事業に関する法令等を遵守します。
２　太陽光発電設備の施工にあたっては、近隣農地の関係者に周知を行い営農に支障をきたさないようにします。
３　周辺の農地や農業用施設（水路等）の機能を保全するため、雨水等による土砂、汚泥の流出等による災害防止に努めます。
４　火災等の緊急時には迅速に対応できる体制を整えます。
５　定期的に周辺農地の営農に支障が生じないよう除草を行います。
[bookmark: _GoBack]６　地域の関係者との協調を図り、周辺の法定外公共物の里道、水路等の維持管理を行います。
７　発電事業を廃止するときは、事業者の負担と責任において、太陽光発電設備の全てを撤去します。
８　当該発電事業を第三者に転売又は譲渡する場合は、当該確約を当方が責任をもって相手方に承継します。

